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■基調講演   

地方行財政運営の新たな展開 

～三位一体改革を顧みて～ 

 

木村 陽子  

地方財政審議会委員 

 

三位一体改革は、平成14 年度から平成18 年度まで実

施されました。生活保護は、三位一体改革において国と

地方の間で大きな論争点になりました。国は「現在の生

活保護率が上がったり、地域格差が広がったりしている

のは地方団体の生活保護の窓口が悪いからであり、地方

団体に生活保護の財政負担をもっと多くもってもらえば

そのようなことはおさまる」と主張したのです。一方、

地方団体は、保護率の動向や生活保護の地域格差は社会

経済的影響によるものであり、それを窓口のせいにする

のは間違っている。生活保護はナショナルミニマムであ

り、貧しい人たちに対する保護策なので、本来なら国が

責任をもって実施すべきものである」と主張しました。 

どちらの主張が正しいのか、事実は何かをデータに基

づいて検証するために共同作業というチームが設置され

ました。そこで、国(実際は厚生労働省、財務省の官僚お

よび国推薦の有識者)と協議するためのグループが地方

団体の課長クラスを中心に結成され、私もそのグループ

に入りました。本日は私自身が経験したこと、厚生労働

省や財務省と地方団体の職員がいかに渡り合い、どのよ

うに成長していったかをお話ししたいと思います。 

私のように研究を続けながら地方の行財政に関わって

いる者から見ると、目から鱗が落ちる場面がたくさんあ

りました。今では全国四大紙の記事を見ると、自分の専

門分野であれば「この記事は誰がどういう目的で出した

のか、どこが発信元か」が、だいたい分かるようになり

ました。かなり色々なことが意図され、仕掛けられ、動

かされているということです。 

私は以前、奈良の大学に勤めていましたが、今でもそ

こで大学の先生をしていたなら、三位一体改革を国が一

丸となって地方をいじめているという構図で捉えていた

と思います。 

私は今、霞が関で仕事をしながら三位一体改革などに

関連した動きを見ているわけですが、まったくそんな構

図ではありません。 

最初に、三位一体改革の勢力図を示します。まず、経

済財政諮問会議があります。首相をトップに経済関係の

４大臣――総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済財

政担当大臣――がいて、民間議員も４人入り、毎年６月

にその年度の基本方針を決めます。そして、三位一体改

革の展開を巡っては、財政再建を最優先したい財務省の

グループ、地方分権を推進したい総務省のグループ、市

長会、町村会、議長会などの地方六団体などがあり、そ

れぞれ関連する委員会などがあります。そのような中で

バトルが繰り広げられているのです。 

そもそも地方分権を推進することが目的の三位一体改

革に、その方向が全く異なる生活保護がなぜ取り上げら

れたのでしょうか。三位一体改革では地方団体に３兆円

の税源移譲をすることになりました。厚生労働省は平成

15年秋、生活保護の国庫負担金率を引き下げて、その引

き下げた分を地方団体に対する税源移譲の財源にすると

主張したのです。そのとき、地方団体では「生活保護は

国の仕事だから、生活保護を税源移譲の対象にすること

は地方分権を推進する三位一体改革の趣旨に合わないの

で、厚生労働省のこの動きはまったく意味がない。とり

あげられるはずがない」と多くの人が思っていました。 

しかし、平成16 年 11 月に「三位一体改革の全体像」

を固めたときには、「生活保護を税源移譲の対象とする」

ということで、もう少しではんこが押されるところでし

た。それはかろうじて回避されました。そのとき、どの

ような話し合いが行われたか。「平成 17 年から生活保護

について国と地方の協議の場を持とう」「生活保護と児童

扶養手当に関する協議会をつくり、そこで生活保護のあ

り方について話し合おう」という取り決めがなされたの

です。私はその協議会に出て、三位一体改革における生

活保護をめぐる動きを目の当たりにしました。 

平成 17 年の２月に大阪市のヤミ給与問題などがあり、

地方団体への風あたりが非常に強かった頃のことです。

この関係者協議会のメンバーは、厚生労働大臣、総務大

臣、財務大臣の３大臣と全国知事会、全国市長会の代表、

地方団体と国それぞれが推薦する有識者でした。私は地

方団体側の推薦を受けた有識者として協議会に参加しま

した。 

しかし、私は研究者ですから、闇雲に地方団体を支持

することはできませんでした。事実は何かを見極めなけ

れば、研究者として信頼を失ってしまうからです。この

ため、私はデータに目を通し、地方団体の現場を歩きま

した。本当に地方団体の窓口が怠けているから生活保護

率が上がっているのか。研究者として考えれば「そんな

ことはない。経済・社会的な要因がある」と思われたの

です。だから、それを確かめるために多くの団体を歩い
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て回ったのです。 

その時に、国会議員が地元の地方団体の職員に「今年

は、地方団体は生活保護については諦めて欲しい。国庫

負担率を引き下げて、地方の負担をもっと重くするとい

う案を飲まざるを得ないので覚悟しておいて欲しい」と

いう話をしていると聞きました。それから、「国会議員が

異口同音に 生活保護の受給者でベンツに乗っている者

がいる、と話すのでニュースソースは１つだろう」と言

う話も聞きました。 

国側は、「地方の財政負担を重くすれば、窓口がきちん

とするので、生活保護率が下がるはずだ」、地方団体側は、

「何を言っているんだ。今の不況や離婚率が高くなった

ことが要因となって生活保護率が上がっているんだ。仮

に行政の窓口で悪いところがあるのなら、それを監査、

指導すれば済む話だ。これまでもそのような時には国庫

負担の引き下げなしに監査・指導を行ってきたではない

か」と反論したのです。そして、お互いに頑として譲り

ませんでした。 

それで、共同作業チームを協議会の下につくったので

す。事実は何かを調べようというわけです。私はこの作

業チームに入ったのですが、メンバーは国から８人、地

方団体側から８人でした。この作業は後々の地方分権の

進め方にも示唆するところが大きかったのですが、国側

からは財務省の厚生労働主計官、企画官、厚生労働省の

保護課長、企画課長、児童扶養手当の課長などが出てき

ました。一方、地方団体側のメンバーは生活保護の現場

の課長クラスでした。 

従来なら、国が主計官クラスを出すのなら、地方団体

側は局長か部長クラスが対応するというのが通常のケー

スでしたので、現場の課長クラスが直接交渉するという

のはそれまでになかったことでした。地方団体の現場の

課長クラスは、企画や財政の経験を経て保護の現場に来

た者や、企画や財政の経験のない生活保護のベテランな

どによる混成でした。さらに、地方団体側には全国市長

会と全国知事会の本部事務局から 1 名ずつ、それに総務

省の調整課長と私が入りました。 

協議会では、なぜ生活保護率が高くなっているのか、

地域格差の原因は何かといった点などを調べようとしま

したが、まず厚生労働省側から「データの分析は我々に

任せてほしい。地方団体の皆さんは我々の分析にコメン

トしてください。我々はそのコメント通りに計算し直し

て、お示しします」という申し出がありました。総務省

の人が私のところにきて「厚生労働省がこのような申し

出をしているので、飲んでほしい」と告げたのです。私

は「それをするならあなた方とは組まない」と拒否しま

した。なぜかというと、自分でデータ解析をしなければ

きちっと反論できないからです。しかし、地方団体側の

人達は「私たちにはできないから、厚生労働省にやって

もらえばいい」という話だったのです。 

その時、もし譲っていたなら、話はまったく別のこと

になっていたと思いますが、結果として私たちは自分で

分析をしました。今、きちんと反論しなければ、「地方団

体の窓口が悪いので生活保護率が上がっている」という

ことになってしまう。そうなれば、生活保護行政だけで

なく、他の行政分野でも同じことが言われる。だから、

自分たちが頑張って反論しなければいけないと決断した

のです。 

そこで、データを扱ったことのない人には「本を読ん

で勉強してください」と言いました。自分でやり出すと、

次は「データがありません」と言い始めます。すると、「デ

ータがなければデータをつくろう。足でデータを稼ごう。

国勢調査を元につくり出そう」というように、私たちの

チームは変わっていきました。 

その結果、例えば、石川県の統計情報室はすばらしい

分析をしてくれました。地方団体にはきちんとしたシン

クタンクはないけれど、県や市町村が力を合わせればか

なりのことができる、と思うようになったのです。 

そうこうしているうちに、新聞記者から話しかけられ

るようになりました。そこで指摘されたのが、「地方団体

側が反論して頑張っているのは分かるが、今の生活保護

制度でいいと思っているのか。思っていないのなら、ち

ゃんと提言しなければならない。反論だけしているよう

に見えますよ」ということでした。 

私は困りました。反論するのに手一杯だったのに、さ

らに地方六団体をまとめてどのような生活保護が望まし

いかを提言するわけです。到底時間がありませんでした。

しかし、状況を見渡せば、これをしないことには事態は

乗り越えられないという雰囲気だったのです。その後の

経緯は端折りますが、とにかく提言まで持ち込むことが

できました。 

平成 17 年 11 月、厚生労働省が「時間切れ」として協

議会自体を打ち切りにしました。私たちとしては新たな

制度を提案するという政策提言を行い、できるだけのこ

とはしたと思っていたし、私たちの主張が妥当であった

ことは昨年10月に出された会計検査院の報告書でも裏付

けられています。しかし、ショックなことが起きたので

す。 

平成 17 年 11 月頃というのは、地方団体が「生活保護
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が三位一体改革の税源移譲に入るのなら生活保護行政を

国に返上するぞ」というぐらい怒っていた時期です。と

ころが、政府の中では、三位一体改革に伴う３兆円の税

源移譲の対象に生活保護を入れようという動きにもなっ

ていたのです。その理由は、「東京都がやっているから大

丈夫です」という役人の声を鵜呑みにして「生活保護の

うち、住宅部分を地方に回そう。そうすることは地方団

体にとってもいいんだ」という話になっていたかららし

いのです。でも、東京都は実際にはそういうことをやっ

ていません。私がショックだったのは、協議会、共同作

業の場で皆で一生懸命反論や政策提言をしていたのに、

私たち地方団体側に裏を取ることもなく、最終的に話が

決まりそうになっていたということです。 

私たち地方団体側は単なる圧力団体としか思われてい

ないのではないかという気がしました。日本は地方団体

の仕事が多く、優秀な人が集まり、総合行政を行ってい

るのにこのような扱いを受けている。地方団体は国にと

って、圧力団体ではない。政策のパートナーなのです。

それを分かってもらわなければダメだと思いました。 

このようなことを思ったのは、それまで全国の現場を

歩いて、「現場は優秀だ」ということを理解していたから

です。だから、現場の思いや優秀さを皆に分かってもら

いたいという気持から「新たなセーフティーネット検討

会」を立ち上げ、さらに新たな現場の人たちが加わるこ

とになりました。 

直接のきっかけは、協議会が打ち切られたとき、新聞

記者から言われた一言でした。「地方団体が協議会で提案

した政策提言を肉付けして、独自に発表できたらすばら

しいよね」。わたしも同感でした。 

平成18年１月に「新たなセーフティーネット検討会」

がスタートしたとき、先は見えませんでしたが、私自身

の思いは「現場からしか見えない、霞が関からは絶対見

えない、こうすれば制度が合理的で、地に足の着いたも

のになるという提言をしてみよう。それをしたら日本を

変えられるというぐらい、現場には力があるんだ」とい

うものでした。 

研究を30年やってきた自分には、現場の人たちが断片

的に色々話す内容をまとめ上げることができると思った

のです。当時は総務省に泊まり込みでした。そして平成

18 年 10 月末に私たちは報告書をまとめることができま

した。地方団体の生活保護のプロが提言することです。

だから、大学の研究者からも一定の評価を得ることを目

指していました。実際、何人かからは「非常にいい」と

いう評価をもらっています。 

最後に、私が地方団体の人と一緒に仕事をして何を思

ったかを述べます。 

行政改革で地方団体がする仕事はたくさんありますが、

そこで働く人たちの能力をいかに高めるかが大きな課題

であると思います。私は２つの会で一緒に地方団体の人

と仕事をしました。私たちの会は「政策を提言すること」

を全国市長会と全国知事会から頼まれたのですが、その

仕事に向く人と向かない人がいました。新たなことをす

るときは批判だけでは何もできません。政策のパートナ

ーとなるのであれば、相手に骨格を分からせなければな

りません。制度に落とした時、現実的かどうかを検証し

なければならないので、当事者意識のない人、改革マイ

ンドのない人は絶対ダメだと思いました。度胸があって

誠実で調整能力のある人。そして絶対に諦めない。新た

なことをするのだから「不可能だ」と思わないこと。そ

れから、上司が非常に大事です。上司に鍛えられている

人は非常にすばらしい。反面、部下が上司を超えられな

いことも事実です。だから上司は罪が大きい一面もあり

ます。 

私たちは今回、大変な勉強をしましたが、何のために

勉強するのか。はっきり言えば、色々なキャンペーンに

騙されないためです。自分の足元が見え、どうすればよ

いかが分かるようになるには勉強しかないのです。今な

ら通信教育やインターネットなど機会は何でもあります

から。 

私たちが始めたときは、どうなるか分からない寄せ集

めみたいなものでしたが、検討会の報告書を出すことが

できました。出した以上、次は現実に制度として働きか

けたいという強い思いがあり、今はそれに向かって取り

組んでいます。 

共同作業や、検討会といったどうしても成功させなけ

ればならないプロジェクトを通して、私達の仲間は、大

きく成長できたと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




